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 令和８年度全国安全週間における建設現場合同パトロールの実施について 

～７月は「建設業における災害防止集中取組月間」です～ 
 

秋田労働局（局長 千葉裕子）は、令和８年度全国安全週間における秋田労働局及び建

設業労働災害防止協会秋田県支部の建設現場合同パトロ－ルを下記により実施します。 

 

記 

１ 実施日時 

  令和８年７月６日（月） 午後１時10分～午後3時40分 

２ 施工者・工事名及び施工場所 

株式会社安藤・間 東北支店 

秋田自動車道 土渕工事 （発注者：東日本高速道路株式会社 東北支社） 

  横手市山内筏～横手市大沢 

３ 集合場所 

現場事務所（別紙参照） 

    横手市山内筏字力石105 

４ 工事概要及び施工状況 

   秋田自動車道の北上 JCTから大曲 ICまでの間は暫定２車線となっており、現在、北上

西 IC～大曲 ICの約43㎞の４車線化事業を行っています。 

   本工事はそのうち山内 PA～土渕トンネル西側坑口付近の４車線化工事（上り線）を行

うもので、土工延長4,225ｍ、トンネル延長801ｍ、橋梁５橋（長さ894ｍ）の下部工

（19基）の施工を含む、総工事延長5,920ｍの施工です。 

   現在、トンネル工事と橋梁下部工事等を行っている状況です。 

５ パトロールの注目点 

   トンネル工事における粉じんによるばく露防止（じん肺）対策や昨年６月に施行された

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「労

働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高

め、安全を維持する活動の定着」を目的に、一度も中断することなく続けられています。 

99回目となる本年度は、 

「 多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場 」 

をスローガンに、７月１日から同月７日まで実施されます。 

令和 ８ 年 ６ 月 30 日  
【照会先】  
秋田労働局労働基準部健康安全課 
課        長  田川 健志 
産業安全専門官  千葉 知幸 
（電話）018－862－6683 
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改正労働安全衛生規則による職場における熱中症対策。また、令和７年に秋田県内の建設

業で有害物等との接触等により一度に３人が死亡した災害、墜落及び土砂崩壊により死亡

した災害（各１人）、令和８年にドラグ・ショベルの転倒により死亡した災害が発生してい

ることから、同種の労働災害の防止を重点に確認することとしています。 

６ その他 

   秋田労働局では７月を「建設業における災害防止集中取組月間」と定め、県内の全労働

基準監督署の担当職員を総動員し、木造家屋建築工事現場を中心に監督指導等を行うこと

とにしています。 
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令和８年度全国安全週間における秋田労働局及び建設業労働災害防止協会 

秋田県支部の建設現場合同パトロ－ル 

 

 

１ 実施日時   令和８年７月６日(月) 午後１時 10分～午後３時 40分 

 

２ 工事現場等 

 （１）施 工 者   株式会社安藤・間 東北支店 

 （２）工 事 名   秋田自動車道 土渕工事 

           （現場所在地：横手市山内筏～横手市大沢） 

 （３）現場事務所（集合場所）所在地 

     横手市山内筏字力石 105 

 

３ 工事概要及び施工状況 

   秋田自動車道の北上 JCT から大曲 IC までの間は暫定２車線となっており、現

在、北上西 IC～大曲 ICの約 43㎞の４車線化事業を行っています。 

   本工事はそのうち山内 PA～土渕トンネル西側坑口付近の４車線化（上り線）を

行う工事です。土工延長 4,225ｍ、トンネル延長 801ｍ、橋梁５橋（長さ 894ｍ）

の下部工（19基）の施工を含む、総工事延長 5,920ｍの施工です。 

   現在、トンネル工事及び橋梁下部工事等を行っている状況です。 

 

４ スケジュール（13：00現場事務所集合） 

 （１）秋田労働局長挨拶                13:10～13:15（５分） 

 （２）参加者紹介等                 13:15～13:20（５分） 

 （３）施工者及び発注者からの工事概要等説明     13:20～13:35（15分） 

（４）パトロール                  13:35～15:15（100分） 

 （５）取材対応                   15:15～15:25（10分） 

 （６）講評、意見交換                15:25～15:40（15分） 

                               合計（150分） 

 

５ 合同パトロール実施者：計 11名 

所     属 職   名 氏   名 

秋 田 労 働 局 

局 長 千 葉 裕 子 

労働基準部長 小 林 和 範 

健康安全課長 田 川 健 志  

健康安全課長補佐 金 谷 繁 夫 

 



産業安全専門官 千 葉 知 幸 

横手労働基準監督署 

署     長 佐 藤 厚 志 

監督・安衛課長 佐 藤 はるみ 

労働基準監督官 小笠原 宗 也 

建設業労働災害防止協会 

秋田県支部 

代 議 員 吉 田 昌 平 

代 議 員 小 原   朗 

業 務 係 長 寺 門   修 

 

６ 取材申込み等 

（１）７月２日（木）までに秋田労働局労働基準部健康安全課（018-862-6683）

へご連絡ください。 

（２）当日は、原則として現場事務所前（横手市山内筏字力石 105）に 13時 00分

までにお越しください。 

なお、駐車場は当該事務所前にあります。 

（３）13 時 10 分から現場事務所にて挨拶及び工事概要等について説明を行った

後、パトロールを行います。 

（４）当日は、ヘルメット、電動ファン付き防じんマスク、長靴等を各自ご持参

ください。電動ファン付き防じんマスクをお持ちでない方は取材申込み時に

お知らせください。 

なお、危険箇所には立ち入らない予定ですが、現場での取材に当たっては、

担当者の案内に従っていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合同パトロール現場事務所案内図 

 

 
提供者：株式会安藤・間 東北支店 土木部 土渕作業所 


